
1 令和7年3月31日（月曜日） （増刊　20）東　京　都　公　報
日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

▷

目

次

条
　
　
　
例

○
東
京
都
公
営
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
水
道
局
）…	

二

○
東
京
都
公
安
委
員
会
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
都
公
安
委
員
会
）…	

三

○
警
察
参
考
人
等
に
対
す
る
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…（
同
）…	

三

○
警
視
庁
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…	

三

○
警
視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…（
同
）…	

四

○
東
京
消
防
庁
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
消
防
庁
）…	

四

○
特
別
区
の
消
防
団
員
の
定
員
、
任
免
、
給
与
、
服
務
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

　

条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…	

四

○
特
別
区
の
消
防
団
員
に
係
る
退
職
報
償
金
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…（
同
）…	
五

○
東
京
都
防
災
会
議
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
総
務
局
）…	
五

○
東
京
都
国
民
保
護
協
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…	

五

20

条
例
の
あ
ら
ま
し

◉�

東
京
都
公
営
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条

例
第
八
五
号
）

一　

公
営
企
業
職
員
の
単
身
赴
任
手
当
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
及
び
任
期
付
職
員
の
手
当
に

関
す
る
規
定
を
改
め
ま
す
。

二　

在
宅
勤
務
等
手
当
に
関
す
る
規
定
を
設
け
ま
す
。

三　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉�

東
京
都
公
安
委
員
会
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条

例
第
八
六
号
）

一　

東
京
都
公
安
委
員
会
委
員
の
報
酬
の
額
を
引
き
上
げ
ま
す
。

　
　

㈠　

委
員
長

　
　
　
　

月
額　

五
二
四
、
〇
〇
〇
円　

→　

五
三
〇
、
〇
〇
〇
円

　
　

㈡　

委
員

　
　
　
　

月
額　

四
三
〇
、
〇
〇
〇
円　

→　

四
三
五
、
〇
〇
〇
円

二　

費
用
弁
償
に
係
る
規
定
を
改
め
ま
す
。

三　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉�

警
察
参
考
人
等
に
対
す
る
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
八
七

号
）

一　

警
察
参
考
人
等
の
費
用
弁
償
に
係
る
規
定
を
改
め
ま
す
。

二　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉�

警
視
庁
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
八
八
号
）

一　

地
方
警
察
職
員
の
定
員
を
改
め
ま
す
。

二　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉�

警
視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
八
九
号
）

一　

特
殊
勤
務
手
当
の
種
類
、
支
給
額
及
び
支
給
期
限
を
改
め
ま
す
。

二　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
ほ
か
か
ら
施
行
し
ま
す
。
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◉�

東
京
消
防
庁
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
九
〇
号
）

一　

消
防
職
員
の
定
数
を
改
め
ま
す
。

　
　

消
防
吏
員　

一
八
、
三
五
一
人　

→　

一
八
、
四
一
七
人

二　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉�

特
別
区
の
消
防
団
員
の
定
員
、
任
免
、
給
与
、
服
務
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
条
例
第
九
一
号
）

一　

特
別
区
の
消
防
団
の
活
動
力
の
維
持
及
び
向
上
を
図
る
た
め
、
消
防
団
員
の
在
団
要
件
に
係

る
規
定
を
改
め
ま
す
。

二　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉�

特
別
区
の
消
防
団
員
に
係
る
退
職
報
償
金
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
九

二
号
）

一　

消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
等
責
任
共
済
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政

令
（
令
和
六
年
政
令
第
三
九
四
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
退
職
報
償
金
の
額
を
改
定
し
ま
す
。

二　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
東
京
都
防
災
会
議
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
九
三
号
）

一　

組
織
改
正
に
伴
い
、
委
員
及
び
幹
事
の
総
数
の
上
限
を
改
め
ま
す
。

二　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
東
京
都
国
民
保
護
協
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
九
四
号
）

一　

組
織
改
正
に
伴
い
、
委
員
及
び
幹
事
の
総
数
の
上
限
を
改
め
ま
す
。

二　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

す
る
。令

和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
八
十
五
号

東
京
都
公
営
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

東
京
都
公
営
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
東
京
都
条
例
第

十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
単
身
赴
任
手
当
」
の
下
に
「
、
在
宅
勤
務
等
手
当
」
を
加
え
、
「
、
特
定
任
期

付
職
員
業
績
手
当
」
を
削
る
。

第
五
条
の
二
第
一
項
中
「
異
動
等
に
」
を
「
異
動
、
在
勤
す
る
勤
務
庁
の
移
転
又
は
新
た
に
採
用
さ

れ
た
こ
と
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
異
動
等
」
と
い
う
。
）
に
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条

を
加
え
る
。

（
在
宅
勤
務
等
手
当
）

第
五
条
の
三　

住
居
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
管
理
者
が
定
め
る
場
所
に
お
い
て
、
正
規
の

勤
務
時
間
（
休
暇
に
よ
り
勤
務
し
な
い
時
間
そ
の
他
管
理
者
が
定
め
る
時
間
を
除
く
。
）
の
全
部
を

勤
務
す
る
こ
と
を
、
管
理
者
が
定
め
る
期
間
以
上
の
期
間
に
つ
い
て
一
箇
月
当
た
り
平
均
十
日
を
超

え
て
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
に
は
、
在
宅
勤
務
等
手
当
を
支
給
す
る
。

第
十
条
の
二
第
一
項
中
「
指
定
す
る
職
員
」
の
下
に
「
若
し
く
は
次
長
、
技
監
等
の
職
に
あ
る
職
員

の
う
ち
管
理
者
が
指
定
す
る
者
」
を
加
え
、
「
勤
務
し
た
」
を
「
勤
務
を
し
た
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
中
「
指
定
す
る
職
員
」
の
下
に
「
若
し
く
は
次
長
、
技
監
等
の
職
に
あ
る
職
員
の
う
ち
管
理
者
が
指

定
す
る
者
又
は
特
定
任
期
付
職
員
」
を
加
え
、
「
週
休
日
又
は
休
日
以
外
の
日
の
午
前
零
時
か
ら
午
前

五
時
ま
で
の
間
」
を
「
午
後
十
時
か
ら
翌
日
の
午
前
五
時
ま
で
の
間
（
週
休
日
又
は
休
日
に
含
ま
れ
る

時
間
を
除
く
。
）
」
に
、
「
勤
務
し
た
」
を
「
勤
務
を
し
た
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
三
を
削
る
。

第
十
四
条
の
二
第
四
項
中
「
、
第
九
条
、
第
十
三
条
の
二
及
び
第
十
七
条
の
二
（
勤
勉
手
当
に
係
る

部
分
に
限
る
。
）
」
を
「
及
び
第
九
条
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
二
項
中
「
又
は
介
護
時
間
」
を
「
、
介
護
時
間
又
は
子
育
て
部
分
休
暇
」
に
改
め
る
。

条
　
　
　
例

東
京
都
公
営
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
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附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２　

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
公
営
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
第

五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
新
た
に
採
用
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
も
適

用
す
る
。

東
京
都
公
安
委
員
会
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布

す
る
。令

和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
八
十
六
号

東
京
都
公
安
委
員
会
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

東
京
都
公
安
委
員
会
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
東
京
都
条
例
第

五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
中
「
五
十
二
万
四
千
円
」
を
「
五
十
三
万
円
」
に
、
「
四
十
三
万
円
」
を
「
四
十
三
万

五
千
円
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
車
賃
、
日
当
、
旅
行
雑
費
、
宿
泊
料
、
食
卓
料
、
渡
航
手
数
料
」
を
「
そ
の
他

の
交
通
費
、
宿
泊
費
、
包
括
宿
泊
費
、
宿
泊
手
当
、
渡
航
雑
費
」
に
、
「
十
種
」
を
「
九
種
」
に
改
め

る
。

附　

則

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
公
安
委
員
会
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
第

四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
出
発
す
る
旅
行
か
ら
適
用
し
、
同
日
前
に

出
発
し
た
旅
行
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

警
察
参
考
人
等
に
対
す
る
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
八
十
七
号

警
察
参
考
人
等
に
対
す
る
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

警
察
参
考
人
等
に
対
す
る
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
東
京
都
条
例
第
三
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
の
種
類
」
を
「
の
種
目
」
に
改
め
、
同
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

種
目

額

鉄
道
賃

職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
東
京
都
条
例
第
七
十
六
号
）

の
規
定
に
よ
り
職
員
（
同
条
例
に
規
定
す
る
指
定
職
職
員
を
除
く
。
）
に
支

給
す
る
額
に
相
当
す
る
額

船
賃

航
空
賃

そ
の
他
の
交
通
費

宿
泊
費

包
括
宿
泊
費

宿
泊
手
当

日
当

一
日
に
つ
き
一
〇
、
〇
〇
〇
円

附　

則

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
警
察
参
考
人
等
に
対
す
る
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
規
定
は
、
こ

の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
出
発
す
る
旅
行
か
ら
適
用
し
、
同
日
前
に
出
発
し
た
旅
行
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

警
視
庁
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
八
十
八
号
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２　

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
警

視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
に
規
定
す
る
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
に
よ
り
支
給
す
る

こ
と
と
な
っ
た
特
殊
勤
務
手
当
で
、
施
行
日
以
後
に
支
給
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。 

３　

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
警
視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
規
定
は
、
二
暦
日

に
わ
た
る
勤
務
に
あ
っ
て
は
、
施
行
日
以
後
に
始
ま
る
勤
務
か
ら
適
用
し
、
施
行
日
前
か
ら
始
ま
る

勤
務
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

東
京
消
防
庁
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
九
十
号

東
京
消
防
庁
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
消
防
庁
職
員
定
数
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
東
京
都
条
例
第
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
三
項
の
表
消
防
吏
員
の
項
中
「
一
八
、
三
五
一
人
」
を
「
一
八
、
四
一
七
人
」
に
改
め
、
同
表
計

の
項
中
「
一
八
、
七
七
三
人
」
を
「
一
八
、
八
三
九
人
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

特
別
区
の
消
防
団
員
の
定
員
、
任
免
、
給
与
、
服
務
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を

公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
九
十
一
号

特
別
区
の
消
防
団
員
の
定
員
、
任
免
、
給
与
、
服
務
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

特
別
区
の
消
防
団
員
の
定
員
、
任
免
、
給
与
、
服
務
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
四
年
東
京
都
条

警
視
庁
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

警
視
庁
の
設
置
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
東
京
都
条
例
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
の
表
一
の
項
中
「
四
二
、
六
八
六
人
」
を
「
四
二
、
七
二
一
人
」
に
、
「
二
、
五

一
八
人
」
を
「
二
、
五
二
一
人
」
に
、
「
二
五
、
五
二
六
人
」
を
「
二
五
、
五
四
七
人
」
に
、
「
一	

三
、
四
八
九
人
」
を
「
一
三
、
五
〇
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
計
の
項
中
「
四
五
、
七
〇
一
人
」
を
「
四

五
、
七
三
六
人
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

警
視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
八
十
九
号

警
視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

警
視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
十
八
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
八
か
ら
二
十
ま
で　

削
除

第
十
四
条
第
二
項
中
「
六
百
七
十
円
」
を
「
七
百
三
十
円
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で　

削
除

第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
」
を
「
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四

条
」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
項
中
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附　

則

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
三
項
の
改
正
規
定
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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例
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
三
号
中
「
と
き
」
の
下
に
「
（
消
防
団
長
が
消
防
活
動
上
支
障
な
い
と
認
め
た
と
き
を
除

く
。
）
」
を
加
え
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

特
別
区
の
消
防
団
員
に
係
る
退
職
報
償
金
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

附　

則

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
特
別
区
の
消
防
団
員
に
係
る
退
職
報
償
金
に
関
す
る
条
例
別
表
の
規

定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
退
職
し
た
特
別
区
の
消
防
団
員
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前

に
退
職
し
た
特
別
区
の
消
防
団
員
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

東
京
都
防
災
会
議
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

別
表　

退
職
報
償
金
支
給
額
表
（
第
三
条
関
係
）

階

級

勤　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

務　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

数

五

年

以

上

十

年

未

満

十

年

以

上

十
五
年
未
満

十
五
年
以
上

二
十
年
未
満

二
十
年
以
上

二
十
五
年
未
満

二
十
五
年
以
上

三
十
年
未
満

三
十
年
以
上

三
十
五
年
未
満

三
十
五
年
以
上

団

長

二
三
九
、
〇
〇
〇
円

三
四
四
、
〇
〇
〇
円

四
五
九
、
〇
〇
〇
円

五
九
四
、
〇
〇
〇
円

七
七
九
、
〇
〇
〇
円

九
七
九
、
〇
〇
〇
円

一
、
〇
七
九
、
〇
〇
〇
円

副

団

長

二
二
九
、
〇
〇
〇
円

三
二
九
、
〇
〇
〇
円

四
二
九
、
〇
〇
〇
円

五
三
四
、
〇
〇
〇
円

七
〇
九
、
〇
〇
〇
円

九
〇
九
、
〇
〇
〇
円

一
、
〇
〇
九
、
〇
〇
〇
円

分

団

長

二
一
九
、
〇
〇
〇
円

三
一
八
、
〇
〇
〇
円

四
一
三
、
〇
〇
〇
円

五
一
三
、
〇
〇
〇
円

六
五
九
、
〇
〇
〇
円

八
四
九
、
〇
〇
〇
円

九
四
九
、
〇
〇
〇
円

副
分
団
長

二
一
四
、
〇
〇
〇
円

三
〇
三
、
〇
〇
〇
円

三
八
八
、
〇
〇
〇
円

四
七
八
、
〇
〇
〇
円

六
二
四
、
〇
〇
〇
円

八
〇
九
、
〇
〇
〇
円

九
〇
九
、
〇
〇
〇
円

部
長
及
び
班
長

二
〇
四
、
〇
〇
〇
円

二
八
三
、
〇
〇
〇
円

三
五
八
、
〇
〇
〇
円

四
三
八
、
〇
〇
〇
円

五
六
四
、
〇
〇
〇
円

七
三
四
、
〇
〇
〇
円

八
三
四
、
〇
〇
〇
円

団

員

二
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

二
六
四
、
〇
〇
〇
円

三
三
四
、
〇
〇
〇
円

四
〇
九
、
〇
〇
〇
円

五
一
九
、
〇
〇
〇
円

六
八
九
、
〇
〇
〇
円

七
八
九
、
〇
〇
〇
円

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
九
十
二
号

特
別
区
の
消
防
団
員
に
係
る
退
職
報
償
金
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

特
別
区
の
消
防
団
員
に
係
る
退
職
報
償
金
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
条
例
第
百
六
十

四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

◉
東
京
都
条
例
第
九
十
三
号

東
京
都
防
災
会
議
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
防
災
会
議
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
東
京
都
条
例
第
百
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
第
一
項
及
び
第
三
条
第
一
項
中
「
七
十
人
」
を
「
七
十
二
人
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
国
民
保
護
協
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。
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令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
九
十
四
号

東
京
都
国
民
保
護
協
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
国
民
保
護
協
議
会
条
例
（
平
成
十
七
年
東
京
都
条
例
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
九
十
二
人
」
を
「
九
十
四
人
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
七
十
人
」
を
「
七
十
二
人
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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